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廿日市市人権教育・人権啓発指針 
 

第１章 はじめに   

 

本市は、昭和 47（1972）年に『健康で文化的な人間性豊かな住みよいまち』

を目標とした「廿日市町総合計画」を策定して以後、昭和 59（1984）年３月に

「廿日市町新総合計画」、平成５（1993）年４月に「第３次廿日市市総合計画」

そして平成 13（2001）年３月に「第４次廿日市市総合計画」を策定しました。

この間、昭和 63（1988）年４月に県内で１３番目となる市制を施行し、さらに

平成 15（2003）年３月には佐伯町・吉和村と平成 17（2005）年 11 月には大野

町・宮島町と合併し、西部の拠点都市としてのまちづくりに取り組んでいます。 

21 世紀を迎えた今日、少子・高齢化、国際化、情報化等の急速な進展に伴う

社会情勢の変化、地球環境問題など対応すべき課題は多く存在しています。ま

た、市民の意識や価値観は、物の豊かさから心の豊かさの重視へと変化してい

ます。 

こうした状況に対応するためには、すべての市民が人として尊ばれる市民社

会の確立に向け、人権尊重の理念や男女平等意識の普及を目指す教育及び啓発

に一層努めるとともに、次代を担う青少年の健全な育成やすべての市民が主体

的に活動することができる条件整備が非常に重要になります。 

本市では、「第４次廿日市市総合計画」の中で差別のない社会の形成を柱の一

つとして掲げ、現在も根強く残る同和問題への取組として、「同和行政事業計画」

（平成 17（2005）年度末に終了）を策定し、地区住民の社会的、文化的な向上

や人権尊重の精神を醸成する目的として諸施策を推進してきました。しかし、

平成 16（2004）年 12 月に実施した廿日市市人権問題意識調査によると、市民の

同和問題をはじめとする人権問題についての理解や認識は、必ずしも十分とは

いえない状況にあります。 

本指針は、人権行政の基本理念及び諸施策の方向性を明らかにした上で、人

権教育・人権啓発に関する諸施策をより総合的かつ効果的に推進していきます。 

 
１ 指針の基本的な考え方 

  
この指針は、第４次廿日市市総合計画の部門計画として、「人権教育及び人

権啓発の推進に関する法律」（以下、「人権教育・啓発推進法」という。）及び

「広島県人権教育・啓発指針」に基づいて、本市の人権教育・人権啓発に係
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る施策の方向性を明らかにすることを目的として、基本方針を示すものです。 

また、本市の同和対策審議会答申（平成 13（2001）年 3月 28 日）には、「こ

れまでの同和問題解決のための具体的施策の実施経緯と実績を正確に把握し、

広く人権問題解決の取組へ継承発展させ、人権の確立に努めることが必要で

ある。」と述べられていることから、この答申を尊重し、同和問題を重要な柱

にしながら、すべての人権問題について、人権行政の企画及び総合調整を図

っていきます。 

 

２ 指針の目標 

 

本指針は、基本的人権の尊重や男女共同参画社会の実現の視点を持って、

市民が生き生きと活動できる躍動的で活力のある地域社会を形成し、市民が

人権を身近に感じ、理解を深めるとともに、「住んでよかった、住み続けたい」

と感じ合えるまちづくりの実現を目標とします。 

 

３ 人権教育・人権啓発の基本的な在り方 

 

今の社会には、一人ひとりが幸せになりたいと努力し、頑張っても正当な

理由なしに、本人の責任でない理由で疎外されることがあります。これを「人

権侵害」「差別」といいます。 

差別を取り巻く私たちの立場は、七つに分けられます。【差別をする人】、【差

別をあおる人】、【差別に同調する人】、【差別に対して無関心な人】、【差別に

傍観者の立場で接する人】そして【差別される人】と【差別をなくすために

行動する人】です。 
私たちの社会は、日常的に様々な人たちとのかかわり合いによって成立し

ています。こうした中で、自分たちの人権が本当に守られているのか、自分

や他の人の人権を守るためにはどうすればよいか、といったことを振り返っ

てみる必要があります。 
また、部落差別をはじめとしたあらゆる差別事象に出会ったとき、差別は

差別された人の心に深い傷を付けると共に、尊い命を自ら絶つこともあるこ

とを理解し、自分はどの立場からそのことを見ているのか。そして、その立

場から何をしなければならないのかを見極める必要があります。 
差別のない社会をつくっていくためには、自分が直接差別にかかわってい

なくても、周りの人に働き掛けて、差別をなくしていくための努力が不可欠

です。 
すべての人々が享有している人権が保障され、平和で豊かな社会を実現す
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るためには、人権が市民相互の間において共に尊重される必要があります。

このことは人権尊重の理念、つまり自分の人権のみならず他人の人権につい

ても正しく理解し、その権利の行使に伴う責任を自覚し、人権を相互に尊重

し合い日常の様々な場面で実際に行動していくことです。 
これらの実現に向けて、地域社会では人権教育や人権啓発が行われていま

す。人権教育とは基本的人権尊重精神が正しく身に付くよう、学校教育及び

社会教育において行われる教育活動であり、幼児期からの発達段階を踏まえ、

地域の実情に応じて推進していくことが重要です。 
人権啓発は、人権が市民相互の間において共に尊重されることが大切であ

るという「人権共存の考え方」の普及理解を図ることを目的として行われる

研修・情報提供・広報活動等であり、市民から幅広く理解と共感が得られる

ものであることが肝要です。 
これらの人権教育及び人権啓発は、日本国憲法や教育基本法などの国内法、

人権関係の国際条約などに即して積極的に推進していかなければなりません。 

 

 


